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2026 年５月 14 日 

各 位 

 

 

当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度等の継続に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役（社外取締役及び無報酬の取締役を除きます。以

下、「取締役」といいます。）、当社と委任契約を締結している執行役員、一部の当社子会社の取締役及び

当社子会社と委任契約を締結している執行役員（以下、総称して「執行役員等」といいます。）を対象に、

業績目標の達成度等に応じて、信託を用いた業績連動型株式報酬制度等（以下、「本制度」といいます。）

の継続を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。また、本制度の継続については、委員の全員が

独立社外取締役で構成される報酬委員会の審議を経ています。 

記 

 

１．本制度継続の目的 

本制度は、取締役及び執行役員等の報酬と当社の業績及び企業価値との連動性をより明確にし、取締役及

び執行役員等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企

業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としています。本制度の継続が当社の企業価値向上につな

がると考え、本制度の継続を決定しました。本制度の詳細につきましては、2020 年５月 21 日公表の「取締

役に対する業績連動型株式報酬制度等の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

２．本制度の概要 

本制度は、当社が金銭を拠出することにより既に設定済みの信託（以下「本信託」といいます。）が当社

株式を取得し、当社が取締役及び執行役員等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託

を通じて取締役及び執行役員等に対して交付される、という株式報酬制度です。 

 

３．継続の内容 

  当社は、2026年８月末日で信託期間が満了する本制度について、信託契約の変更を行うことにより、信

託期間を３年間延長し、本制度を継続します。 
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【本信託期間延長後の信託契約の概要】 

信託契約日 2020年11月25日 

信託の期間 2020年11月25日～2029年８月31日（予定） 

※上記の他は、2020年５月21日公表の「取締役に対する業績連動型株式報酬制度等の導入に関するお知ら

せ」から変更はございません。 

以上 


